
登米市は、宮城県の北東部に位置し、ひとめぼれなど宮城米の主産地として
有名なまちです。豊かな自然、伝統、美味しい食財と人のあたたかさが調和
する登米市であなたの力を発揮してみませんか？



令和６年度 登米市 地域おこし協力隊の募集について

－業務・活動内容－

◆観光振興に関する活動
少子高齢化・人口減少が進んでいる本市で、観光振興支援員として、観光誘客業務に取り組み、
市内外からの交流人口を増やすため、以下の内容の活動に取り組みながら、将来的に登米市で
定住を目指す協力隊です。

（１）周辺自治体との連携による農山漁村ツーリズムの推進
（２）宮城オルレ登米コースのコース整備及びガイドとその育成
（３）市の地域資源を活用した観光ビジネスの開発や情報発信業務
（４）インバウンド事業の推進
（５）地域連携ＤＭＯ等設立検討及び観光関連組織との連携業務
（６）観光イベント等への従事
（７）その他観光振興に関する業務

（１）令和６年４月１日現在で満20歳以上50歳以下（性別不問）
（２）都市地域等（過疎地域以外）に居住しており、採用決定後に

登米市に移住し、住民票を登米市に移せる方
※現在、登米市にお住まいの方は対象になりません。

（３）活動終了時に起業又は就業して本市に定住する意志のある方
（４）英語でのコミュニケーションを取る意欲のある方
（５）心身ともに健康で誠実に職務を行うことができる方
（６）普通自動車免許を有し、自家用車を所有している方
（７）パソコンの操作ができ、インターネット、SNS等の活用ができる方

◆応募資格
・会計年度任用職員として登米市長が任命
・令和６年９月１日から令和７年８月31日まで
任用（以降１年間を単位として最大令和９年
８月31日まで延長可能）
・週４日勤務を基本とし、週29時間勤務

◆任用形態および期間

・月額166,500円（家賃支援あり）
・社会保険に加入します。

◆賃金等

書類提出・お問合せ先：登米市 産業経済部 観光物産戦略課
〒987-0602 宮城県登米市中田町上沼字西桜場１８番地
TEL:0220-34-2759(直通) E-mail：kankobussan@city.tome.miyagi.jp
受付時間：8:30～17:15（土・日・祝日を除く）

・別に定める用紙（①登米市会計年度任用職員任用希望者登録申請書、②企画提案書）に必要事項を記入し写真
貼り付けのうえ持参又は郵送により提出して下さい。

募集期間は令和６年７月31日（金）までです。

◆応募方法


